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単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準
を定める条例の一部を改正する条例案



〔 歳　　　入 〕

予算案
説明書 款 項 目 補正前の額 補　正　額 計
ページ

千円 千円 千円

6～7  25 2  1

諸 収 入 保険料収入 保険料収入 37,844 714 38,558

37,844 714 38,558

１．議案第216号

歳　  入  　計

　　　 令和５年度福岡市一般会計　補正予算案 （第４号） 〈総務企画局所管分〉
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千円

 1

　雇用保険料収入 463

 2

　厚生年金保険料収入 251 　厚生年金保険法に基づく保険料収入の追加

説 明

　雇用保険法に基づく保険料収入の追加

金　　額

節

区 分
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〔 歳　　　出 〕

予算案
説明書 款 項 目 補正前の額 補　正　額 計
ページ

千円 千円 千円

10～13  2  1  1

総 務 費 総務管理費 一般管理費 13,857,248 △ 242,045 13,615,203

3



千円 千円

 2

給 料 △ 148,902 関連歳入

（25）諸収入

1 雇用保険料収入

 3 扶 養 手 当 2,478 厚生年金保険料収入

職員手当等 △ 109,743

2

地 域 手 当 △ 20,075

3

住 居 手 当 △ 12,384

4

通 勤 手 当 4,337

5

単 身 赴 任 △ 1,282

手 当

6

特 殊 勤 務 151

手 当

8

時 間 外 勤 務 74,625

手 当

10

管 理 職 員 1,672

特 別 勤 務

手 当

11

管 理 職 手 当 8,128

12

期 末 勤 勉 46,367

手 当

13

退 職 手 当 △ 219,390

14

児 童 手 当 5,630

 4

共 済 費 16,600

481

説 明

　給与費等の減額

251

732千円

区　　分 金　　額 区　　分 金　　額

節
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予算案
説明書 款 項 目 補正前の額 補　正　額 計
ページ

千円 千円 千円

16～19  5  1

統計調査費 統 計 調 査 145,817 380 146,197

総 務 費

歳　 出 　計 14,003,065 △ 241,665 13,761,400
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千円 千円

 2

給 料 105 関連歳入

（25）諸収入

1 雇用保険料収入

 3 扶 養 手 当 △ 108

職員手当等 513

2

地 域 手 当 △ 2

3

住 居 手 当 485

4

通 勤 手 当 △ 483

8

時 間 外 勤 務 △ 4

手 当

12

期 末 勤 勉 725

手 当

14

児 童 手 当 △ 100

 4

共 済 費 △ 238

節
説 明

区　　分 金　　額 区　　分 金　　額

　一般職職員給与費等の追加

△18千円

6



福岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案の概要 

第１ 改正の理由 

人事委員会の勧告等に鑑み、一般職職員の給料月額及び医師等の初任給調整手当の額の改 

定を行うとともに、地方自治法の一部改正等に伴い、会計年度任用職員に対して勤勉手当を 

支給する必要がある。 

第２ 改正の内容 

１ 行政職給料表適用職員の給与について、公民較差(0.84％)を基に改定を行うよう人事

委員会から勧告されていることを受け、給料表を引き上げることにより、0.84％の改定

を行う。 

【行政職給料表適用職員の平均給与月額の改定】 

※ 他の給料表も同様に人事委員会の勧告を踏まえた改定を行う。

  ２ 医師等に対する初任給調整手当の改定を行う。 

  ３ 会計年度任用職員の受ける給与の種類に勤勉手当を加える。 

第３ 施行期日等（附則） 

第２の１及び２については、公布の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

第２の３については、令和６年４月１日から施行する。 

区 分 現 行 改定後 改定額(改定率) 

行政職 月額 371,713円 月額 374,853円 3,140円（0.84％） 

区 分 現 行 改定後 改定額 

最高支給限度額 308,600円 309,200円 600円 
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２．議案第228号

　　　 福岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案の概要



福岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案  新旧対照表 

【下線部分が改正部分】 

現     行 改  正  案 

第１条～第８条の１ （略） 

(初任給調整手当) 

第８条の２ 医療職給料表(1)の適用を受ける

職員の職のうち採用による欠員の補充が困

難であると認められる職で規則で定めるも

のに新たに採用された職員には、月額

308,600円(育児短時間勤務職員にあつては、

当該額に算出率を乗じて得た額)を超えない

範囲内の額を採用の日から35年以内の期間、

採用後規則で定める期間を経過した日から

１年を経過するごとにその額を減じて、初任

給調整手当として支給する。 

２・３ （略） 

第９条～第22条の４ （略） 

(会計年度任用職員の給与) 

第22条の５ （略） 

２ フルタイム会計年度任用職員の受ける給

与の種類は、給料、初任給調整手当、地域手

当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手

当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手

当及び期末手当とする。 

３～５ （略） 

６ フルタイム会計年度任用職員のうち規則

で定めるものには、他の職員の例により期末

手当を支給する。 

７～10 （略） 

第22条の６ （略） 

２ パートタイム会計年度任用職員の受ける

給与の種類は、報酬、費用弁償及び期末手当

とする。 

３～５ （略） 

６ パートタイム会計年度任用職員のうち規

則で定めるものには、フルタイム会計年度任

用職員との権衡を考慮して規則で定める基

準に従い、期末手当を支給する。 

７～９ （略） 

第22条の７～第24条 （略） 

第１条～第８条の１ （略） 

(初任給調整手当) 

第８条の２ 医療職給料表(1)の適用を受ける

職員の職のうち採用による欠員の補充が困

難であると認められる職で規則で定めるも

のに新たに採用された職員には、月額

309,200円(育児短時間勤務職員にあつては、

当該額に算出率を乗じて得た額)を超えない

範囲内の額を採用の日から35年以内の期間、

採用後規則で定める期間を経過した日から

１年を経過するごとにその額を減じて、初任

給調整手当として支給する。 

２・３ （略） 

第９条～第22条の４ （略） 

(会計年度任用職員の給与) 

第22条の５ （略） 

２ フルタイム会計年度任用職員の受ける給

与の種類は、給料、初任給調整手当、地域手

当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手

当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手

当、期末手当及び勤勉手当とする。 

３～５ （略） 

６ フルタイム会計年度任用職員のうち規則

で定めるものには、他の職員の例により期末

手当又は勤勉手当を支給する。 

７～10 （略） 

第22条の６ （略） 

２ パートタイム会計年度任用職員の受ける

給与の種類は、報酬、費用弁償、期末手当及

び勤勉手当とする。 

３～５ （略） 

６ パートタイム会計年度任用職員のうち規

則で定めるものには、フルタイム会計年度任

用職員との権衡を考慮して規則で定める基

準に従い、期末手当又は勤勉手当を支給す

る。 

７～９ （略） 

第22条の７～第24条 （略） 
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単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の 

一部を改正する条例案の概要 

第１ 改正の理由 

地方自治法の一部改正等に伴い、会計年度任用職員に対して勤勉手当を支給する必要があ

る。 

第２ 改正の内容 

会計年度任用職員の受ける給与の種類に勤勉手当を加える。 

第３ 施行期日（附則） 

令和６年４月１日 
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３．議案第229号

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の 一部を改正する条例案の概要 



単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例案 新旧対照表 

【下線部分が改正部分】 

現     行 改  正  案 

第１条～第15条 （略） 

(会計年度任用職員の給与) 

第16条 第２条の規定にかかわらず、フルタイ

ム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の

２第１項第２号に掲げる職員をいう。次項に

おいて同じ。)の受ける給与の種類は、給料、

地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外

勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿

日直手当、期末手当及び退職手当とする。

２ フルタイム会計年度任用職員には、第４

条、第４条の３、第４条の５及び第10条の２

の規定は適用しない。 

第17条 第２条の規定にかかわらず、パートタ

イム会計年度任用職員(地方公務員法第22条

の２第１項第１号に掲げる職員をいう。次項

において同じ。)の受ける給与の種類は、給

料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時

間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、

宿日直手当及び期末手当とする。

２ パートタイム会計年度任用職員には、第４

条、第４条の３、第４条の５、第10条の２及

び第11条の規定は適用しない。 

第１条～第15条 （略） 

(会計年度任用職員の給与) 

第16条 第２条の規定にかかわらず、フルタイ

ム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の

２第１項第２号に掲げる職員をいう。次項に

おいて同じ。)の受ける給与の種類は、給料、

地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外

勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿

日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

とする。

２ フルタイム会計年度任用職員には、第４

条、第４条の３及び第４条の５の規定は適用

しない。 

第17条 第２条の規定にかかわらず、パートタ

イム会計年度任用職員(地方公務員法第22条

の２第１項第１号に掲げる職員をいう。次項

において同じ。)の受ける給与の種類は、給

料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時

間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、

宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

２ パートタイム会計年度任用職員には、第４

条、第４条の３、第４条の５及び第11条の規

定は適用しない。 
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